
「東御市民病院・助産所 給食業務委託」仕様書 

 

Ⅰ．受託者の要件及び諸条件等 

 

1. 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。ま

た、患者給食業務の関係法令（医療法、食品衛生法、健康増進法、労働基準法、労働安

全衛生法等）を遵守すること。 

2. 長野県内及び隣接県内において当院と同等以上の病院給食業務委託を行っており、教育

された人材配置が可能であること。 

3. 緊急時対応の観点から、中信、東信地区において受託実績があること。 

4. 社団法人日本メディカル給食協会に加入していること。 

5. 財団法人医療関連サービス振興会が定めるサービスマークの認定を受けていること。      

6. ＩＳＯ９００１及び１４００１の認証を取得、または同等以上の取り組みをしているこ

と。 

7. 緊急時の対応として賠償責任保険に加入していること。 

8. 給食の提供に伴う営業許可を取得すること。 

9. 適時適温給食に努め、家庭的で暖かみのある給食を提供すること。 

10. 令和３年１月以降（過去３年間）病院、福祉施設において社会事件等を起こしていない

業者であること。 

11. 食材業者及び派遣職員については、地元業者及び地元職員雇用を考慮し、出来る限り地

元産の食材を使用すること。 

12. 受注者は、配置する業務従事者について、業務開始前に従事者の履歴書及び便細菌検査

結果を発注者に提出すること。また、近隣受託事業所から業務従事者を異動させる場合

は、当該受託事業所の書面による承諾を得ることとし、同書面を発注者に提出すること。 

13. 給食に関わる運営指針については、発注者の指示に従うものとし、給食業務委託につい

て異常を認めた場合は、ただちに報告しその指示に従うこと。 

14. 当院が実施している栄養・給食に関する加算体制（入院時食事療養Ⅰ、特別加算食、栄

養管理実施体制等による食事内容等）を充足できること。 

15. 助産所とうみについても上記「受託者の要件及び諸条件等」に準ずるものとする。 

16. 契約期間は契約締結日から令和９年３月 31日までとし、履行期間は令和６年４月１日か

ら令和９年３月 31日までとする。契約締結日から履行開始までの期間を前任者からの引

継ぎ等準備期間とし、その間の経費は全額受注者負担とする。受注者による給食提供開

始は令和６年４月１日からとする。  



Ⅱ．仕様書 

 

１．目的 

患者給食業務の目的は、個々の患者の治療上必要な至適栄養が考慮された治療食基準に従

い、正しく患者の食事の調整を行うことにより、患者の疾病治療に貢献することにある。ま

た、食事は生活の中における大きな「楽しみ」であるという認識に立ち、きめ細やかで多様

なサービスをもって安全で満足できる食事の提供を行うことを目的とする。 

 

２．業務場所 

本契約に基づき業務を遂行する場所は次のとおりとする。 

名 称： 東御市民病院及び東御市立助産所とうみ  

所在地： 長野県東御市鞍掛１９８  

 

３．施設の概要 

（１）開設者 東御市長 花岡利夫 

（２）東御市民病院 病床数 ６０床 

外来透析 １６床 

病床利用率 ６２．０％（令和４年度実績） 

 

助産所とうみ 病床数 ５床 

分娩件数６１件 産後ショートステイ受け入れ９１人（令和４年度実績） 

 

４．平均食数（令和４年度の実績から） 

 １）東御市民病院 

入院患者食 平均食数 約３１．０食／食 

このうち特別加算食 約１１．９食／食 

嚥下調整をした食事 約８．０食／食 

栄養補助食品を付加した食事 約９．６食／食 

経管濃厚流動食 約２．３食／食 

入院患者外 平均食数  

付添食 約３．６食／月 

２）助産所 

入所者 約１２０．８食／月 

 

５．用語の定義 

本仕様書における用語の定義は次のとおりとする。 

（１）「甲」とは委託者をいい、「乙」とは受託者をいう。 



（２）「一般食」とは特別治療食以外の入院患者食をいい、形態により常食、軟食、流動食等

に区分される。 

（３）「特別治療食」とは、医師の発行する食事箋に基づき特別の配慮のもとに調整する入院

患者食をいう。 

（４）「特別加算食」とは特別治療食のうち厚生労働大臣の定める入院患者食を示し、特別食

加算を算定することができるものをいう。  

（入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（最終改正：令和２年３月５日 保医発 0305第 14号）） 

 

６．遵守事項 

（１）乙は、甲が行う指示には誠意をもって従う。 

（２）乙は、業務を円滑に実施するための研究努力を行う。 

（３）乙は、調理技術の研鑽に努める。 

（４）乙は、省資源、省エネルギーに努める。 

（５）乙は、衛生管理に努める。 

（６）乙は、災害防止に努める。 

（７）甲及び乙は、喫食率向上等を図るため定期的に話し合う。 

 

７．業務内容 

入院患者に対する給食業務及びこれに付随する業務とする。なお、甲乙が行う業務内容

及び分担区分は別記１「業務内容及び分担区分」のとおりとし、業務の円滑な遂行に努めな

ければならない。 

甲は乙が行う業務の実施内容が不適切と認めた場合は、乙に対して即時手直しを求める

ことができる。 

 

８．患者給食受託責任者 

乙は自己の代理人として業務の実施及び指揮監督を行う責任者として、次の（１）、（２）

を満たす者を業務従事者から１名指名して甲に報告する。 

  この責任者は甲と緊密な連携をとり適正な業務の執行を図る。 

（１）社団法人日本メディカル給食協会が行う「財団法人医療関連サービス振興会指定患者

給食受託責任者資格認定講習」を終了した者。 

（２）甲と同等以上の規模の病院で、週 40時間程度の常勤にて４年以上の給食業務の経験を

持つ管理栄養士又は栄養士。 

 

９．業務従事者 

（１）乙は、業務の遅滞等が生じることがないよう常に人員の確保をすると共に、業務実施

上必要かつ充分な人員を配置すること。 



（２）乙は、業務従事者名簿（氏名、生年月日、住所、連絡先電話番号、資格を記載したも

の）と健康診断書及び有資格者にあっては、当該資格を証明する免許証などの写しを添付

して、甲に就業日前日までに提出しなければならない。又、異動があった場合も同様とす

る。 

（３）乙は、業務従事者の配置条件として、長野県内において甲と同等以上の規模の病院ま

たは福祉施設で３年以上の給食業務の経験を持つ管理栄養士または栄養士を２名以上、

また同様に３年以上の病院給食業務の経験を持つ調理師を１名以上配置すること。又、異

動があった場合も同様とする。 

（４）乙は、業務従事者の配置人員を常勤で６名以上確保するとともに、長野県内において

甲と同等以上の病院または福祉施設の給食業務経験のあるものを配置すること。 

 

１０．業務従事者の就業禁止事項 

業務従事者又はその同居者、家族等が次の疾患にかかった場合（疑いのある場合も含む）、

乙は、調理作業に関する全ての業務に当該業務従事者を就業させてはならない。 

（１）一類感染症（エボラ出血熱、クリミア･コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、

マールブルグ病、ラッサ熱）、二類感染症（急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性

呼吸器症候群（ベータコロナウィルス属 SARS コロナウィルスに限る）、中東呼吸器症候

群（ベータコロナウィルス属 MERS コロナウィルスに限る）、鳥インフルエンザ H5N1・

H7N9）、三類感染症（コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチ

フス）、その他の感染症。 

（２）感染症の保菌者。（ノロウィルス感染症に関しては家族が保菌している場合も含む） 

（３）化膿性創傷、伝染性皮膚疾患。 

（４）検便による食中毒原因菌保菌者。 

 

１１．業務従事者の衛生管理 

（１）乙は、業務従事者の健康管理について、絶えず注意を払うと共に、労働安全衛生規則

に定める定期健康診断を、毎年、年１回以上実施し、その結果を甲に報告する。 

（２）乙は、業務従事者の検便（腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７を含む）を毎月１回（５月～

９月は２回）実施し、結果を甲に報告すること。 

（３）乙は、ＨＡＣＣＰおよび大量調理施設衛生管理マニュアル（最終改正：平成 29年 6月

16 日付け生食発 0616 第１号）に沿った食品衛生管理を行い、あらかじめ定めた記録を

行うこと。 

 

１２．業務従事者の教育 

（１）乙は、社内に教育訓練を専門とする組織・スタッフを有するものとする。 

（２）乙は、業務従事者に対し、定期的に栄養管理、安全管理、防災、衛生管理及び技術面

の教育又は訓練を実施する。 



（３）乙は、業務従事者を院外・院内の会議（感染対策部会、医療事故防止部会など）や講

習会等に積極的に参加させる。 

（４）乙は、業務遂行にあたり、創意工夫をもって業務の効率化を図り、また、喫食者の満

足度の向上のため、業務改善に取り組むこと。 

 

１３．施設等の使用 

（１）甲は、乙に対し業務遂行上必要な施設及び厨房設備（機材、什器、備品を含む）、食器、

器具、備品等を無償で使用させるものとする。（別添「栄養科平面図」「調理室機器類配

置表」「栄養科厨房器具表」参照） 

（２）乙は、前号により借り受ける施設及び厨房設備、食器、器具、備品等を善良なる管理

者の注意をもって使用するものとし、機材の故障等が発見された場合は、乙は直ちに甲

へ報告し、修理を依頼するものとする。また、什器、備品に関しては、損傷及び破損が

出ないように細心の注意をもって衛生的に管理しなければならないものとし、損傷及び

破損が出た場合には、すみやかに甲に届け出をするものとする。 

 

１４．食事の指示 

（１）患者の入退院、食事の変更等の把握は、電子カルテシステムで入力されたものを給食

管理システムに取り込み、処理をすることで行う。 

（２）乙は定時に集計、食札作成等を行い調理業務にあたる。（別添「病棟別食数表」「病棟

別主食集計表」「病棟別コメント集計」「食札例」参照） 

（３）乙は、食数管理業務は、院内システムを十分理解したうえで行い、速やかに食事提供

するよう努める。 

（４）食事変更等の締切りは食事時間の２時間前とし、これ以降は電話での対応とする。 

（５）乙は、システムダウン時に備えて給食提供に必要となる書類はあらかじめ書面にて保

管しておくなどの措置をとり、滞りなく患者への食事提供を行うこと。 

 

１５．食事時間 

患者食の食事時間帯及び配膳・下膳時間は下記のとおりとする。 

区 分 食事時間帯 配膳時間 下膳車回収開始時間 

朝 食 ８：００～ ９：００ ７：５５迄 ９：０５以降 

昼 食 １２：００～１３：００ １１：５５迄 １３：０５以降 

夕 食 １８：００～１８：４０ １７：５５迄 １８：４５以降 

助産所とうみに関しては上記時間を原則として、多少の変動はあることとする。 

 

 



１６．献立作成について 

（１）献立作成 

１）献立は甲が定めた栄養基準（別添「東御市民病院 院内栄養基準」「一般常菜食１食糧

構成表」「1 週間分の常食献立例」参照）に基づき乙が作成し、甲を含めた献立会議など

で検討し、決定する。 

２）病状、摂食嚥下機能、低栄養リスク等に配慮して、柔軟に個別対応すること。 

３）献立会議は甲の管理栄養士、乙の責任者及び栄養士で構成し、月２回開催する。内容

は、献立の確認・検討、催事等に合わせた献立計画、地元産食材使用状況等とする。 

４）献立作成は給食管理システムを使用して行うこと。 

（２）選択食の実施。 

甲の定める食種について週 1回程度、朝食と夕食に 2種類以上の選択食を行うこと。 

（３）季節の歳時、行事にあわせた行事食を行い、ランチョンマットやメッセージカード等

を準備して添えること。 

（４）濃厚流動（経管・経口）、とろみ剤、栄養補助食品等の使用は甲と相談して決定する。 

（５）幼児、消化管術後、低栄養状態など必要に応じて、それぞれの対象者に見合った間食

を取り入れること。 

（６）助産所とうみの食事は入院患者食の産後食に準じ、各食一品多く、夜食も用意し、食

器は陶器を基本とする。また、出産祝いとして「お祝い膳」を火曜日、金曜日の夕食に提

供する。 

（７）やむを得ず献立を変更する場合は、相応の理由及び変更内容を甲に報告する。 

（８）甲職員の不在時は、他部門との連絡業務などを行い、患者食提供に遅滞の起きないよ

う配慮する。 

 

１７．食材料の発注及び検収 

（１）乙は、献立表及び入院患者喫食数（保存食・検食含む）に基づき食材料を発注し、納

品に際しては食材の品質及び数量等を確認の上、記録を行う。 

（２）経腸栄養剤、治療用特殊食品などは甲と乙が協議して、新規採用、更新、変更を行う。 

 

１８．調理業務 

（１）クックサーブを中心とし、甲の調理施設において行うこととする。 

（２）乙は、予定献立表を遵守し、食材を食数に見合った数量を過不足なく使用する。 

（３）予定献立表に基づき誠意を持って食品の栄養を考慮し、衛生的に調理する。 

（４）喫食者に合わせて軟菜、嚥下調整（摂食嚥下リハビリテーション学会分類に沿ったも

の）などの食形態にも配慮する。 

（５）調理担当者は、常に調理開始時間、終了時間を確認し、その作業内容を明確にする。 

（６）盛り付けは、美的感覚的な配慮を心掛け、常に創意工夫をはかる。 

 



１９．配膳・下膳作業 

（１）料理の味や温度を損なわないよう短時間で配膳するよう心がける。 

（２）配膳場所は指定された場所とし、看護師等へ確実に引き渡しを行う。 

（３）下膳は食器等を確認の上、指定された場所から行う。 

（４）医師の発行する食事箋により３食以外の食事を提供する場合には、甲の指示する時刻

に配膳する。 

（５）緊急入院及び緊急指示変更があったときは、あらかじめ定めた食事を調整の上、可及

的すみやかに配膳する。 

（６）配膳・下膳時は栄養科職員とわかるよう名札を着用し、服装を整え、患者に接する場

合は言動に配慮する。 

（７）配膳車・下膳車の移動時は常に安全面に配慮し、衝突などの事故が発生しないよう心

掛ける。 

 

２０．残食量の調査 

乙は毎食の下膳時、残食状況を調査・計量・記録して甲へ報告し、この結果を受けてそ

の後の献立作成に役立てていく。 

 

２１．食器の洗浄、消毒、保管、管理 

（１）乙は下膳した食器類を整理後、充分に浸漬した後に洗浄消毒し、清潔に保管しなけれ

ばならない。 

（２）洗浄、消毒、保管は食器の種類に合わせて適切に取り扱う。 

（３）食器の数量管理を随時行い、破損・老朽化したものを廃棄するときや、不足が認めら

れた場合は速やかに甲へ報告する。 

 

２２．業務従事者の服装等 

（１）業務従事者が着用する服装は、あらかじめ定めた専用の衣服とする。 

（２）作業に当たっては、常に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、厨房入室及び作業毎

に手指の洗浄・殺菌を行う。 

（３）作業上必要があるときは、必ずマスク及び使い捨て手袋を着用する。 

（４）作業中便所を使用するときは、必ず専用の場所とし、調理作業時に着用する外衣、帽

子、履き物のまま入ってはならない。 

 

２３．業務従事者の規律 

（１）人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、仮にも粗暴に亙る言動があってはなら

ない。 

（２）病院敷地内での喫煙、所定の場所以外での飲食、勤務の妨げとなる行為をしてはなら

ない。 



（３）作業中には、厨房内に関係者以外の者を入れないと共に、作業に関係ない物又は不要

な物を持ち込まない。 

（４）甲の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。なお、その行為があった

場合には、甲は、乙に対し業務従事者の交代を求めることができる。 

 

２４．厨房内管理作業 

（１）乙は、使用する厨房等を常に清潔に保持すると共に定期的に清掃消毒し、防虫防鼠   

に万全を期すものとする。 

（２）冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は常に清潔に管理しなければならない。 

（３）業務従事者に対する指揮、命令は末端まで徹底する組織体制であるものとする。 

 

２５．保存食及び検食 

（１）乙は、毎食保存食として、原材料及び料理５０g以上を採取し、冷凍庫で清潔状態  の

まま－２０℃以下で１４日間保存する。 

（２）保存期間を過ぎた保存食はすみやかに処分する。 

（３）検食は検食簿と共に甲の指定する場所へ、定められた時間に配膳する。 

 

２６．事故報告及び事故発生時対策（人為的、物的すべて） 

（１）乙は、業務遂行上の事故及び事故発生時の対策に関するマニュアル等を作成し業務従

事者に周知し、甲に報告する。 

（２）事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとると共に甲に報告し、その指示に従わ

なければならない。 

（３）患者等に影響が生じた場合、必要に応じて乙は患者等への謝罪・説明を行う 

（４）乙は、インシデント、アクシデントレポートを作成し、定期的に要因分析等行い業務

改善につなげていく。 

 

２７．指導助言者 

乙は、本業務を行うにあたり、専門的な立場から必要な指導助言者を確保するものとする。 

 

２８．災害対策 

（１）災害発生時に備え、平常時から物資の備蓄、連絡網の整備、設備のメンテナンスを甲・

乙協力して行う。 

（２）甲と乙は協議のうえ、３日間の非常食献立表の作成を行い、非常用食品の備蓄を行う。 

（３）乙は非常用備蓄食品を賞味期限前に予定献立へ組み込み、不足分は補充を行い、常に

に更新していく。 

（４）災害の発生時は、喫食対象者への食事提供、正常な運営への復帰、被災者への救助・

公共機関への協力を甲・乙協力して行う。 



２９．食中毒発生時 

乙は、食中毒発生時には甲の指示を受け、食中毒の原因究明に速やかに対応するとともに、

業務停止時には甲に申し出て承認を得た後、業務代行業者に引継ぎを行い、滞りなく患者にお

ける食事提供を行うこと。 

 

３０．業務の引継ぎ 

（１）乙は、契約期間の終了または契約の解除により本業務を遂行しなくなるときは、本業務

が円滑に引き継がれるように、甲の指示に従い、後任の受託者に協力するものとする。 

（２）乙が購入した厨房備品、什器、食器等については甲乙が協議の上、処分について決定す

る。 

（３）在庫食材についてはすべて甲へ引き継ぐこととする。 

 

３１．その他 

（１）乙は、作業に必要な各種帳票類の保管、管理を行い、関係省庁の調査等に協力する。 

（２）調査の結果、関係省庁等から指示、指導を受けた場合には、甲乙は両者協力し、すみや

かに対応するものとする。 

（３）管理栄養士・栄養士、調理師、看護などの実習生に対しては、積極的に協力する。 

（４）本仕様書に記載されていない事項や診療報酬の改定に伴う変更については、甲乙誠意を

もって協議し、決定するものとする。 

 

 

 

                              



 

別記１ 業務内容及び分担区分 

 

区 分 業 務 内 容 甲 乙 備    考  

栄 

養 

管 

理 

病院給食運営の統括 

食事療養委員会の開催・運営 

 

病院内関係部門との連絡・調整 

献立表作成基準の作成 

献立表の作成 

献立表の確認 

献立会議の開催 

 

食数の指示・管理 

食事箋の管理 

嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 

 

検食の準備 

検食の実施・評価 

関係官庁等に提出する給食関係の書類等の

作成 

関係官庁等に提出する給食関係の書類等の

確認・提出・保管管理 

上記書類以外の給食関係書類の作成 

上記書類以外の給食関係書類の確認・保管管

理 

在庫食品受払簿作成 

発注書及び納品書の保管 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

△ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

△ 

 

△ 

 

○ 

 

△ 

 

 

 

△ 

 

 

○ 

○ 

 

乙の責任者等も参加 

 

 

治療食等を含む 

 

 

乙の責任者等も参加 

 

 

 

乙の責任者等も参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 

理 

作 

業 

管 

理 

作業仕様書の作成 

（治療食の調理に対する指示を含む） 

作業仕様書の確認 

（治療食の調理に対する指示を含む） 

作業計画書の作成 

作業実施状況の確認 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 



区 

分 

業 務 内 容 甲 乙 備    考 

調 

理 

作 

業 

管 

理 

調  理 

盛り付け 

配  膳 

下  膳 

残食の計量・記録 

食器・調理器具の洗浄消毒、保管 

管理点検記録の作成 

管理点検記録の確認 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 

料 

管 

理 

給食材料の調達（契約から検収まで） 

給食材料の記録 

給食材料の点検 

検収記録簿の確認 

給食材料の保管・在庫管理 

給食材料の出納事務 

給食材料の使用状況の確認 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 

設 

等 

管 

理 

給食施設、主要な設備の設置・改修 

給食施設、主要な設備の管理 

給食施設の清掃 

その他の設備（調理器具・食器等）の確保 

その他の設備 （調理器具・食器等）の日常的

保守 

使用食器の確認 

防災管理 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

毎日・定期の大掃除 

 

 

 

 

施設の防災訓練等の参加

を含む 

 

業 

務 

管 

理 

委託会社勤務表の作成 

委託会社勤務表の確認 

業務分担・業務従事者配置表の提示 

業務分担・業務従事者配置表の確認 

効率化を図るための業務変更 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

月単位 

 

 

 

 



区 

分 

業 務 内 容 甲 乙 備    考 

衛 

生 

管 

理 

衛生面の遵守事項の作成 

 

給食材料の衛生管理 

施設・設備（調理器具・食器等）の衛生管理 

衛生検査（食品衛生自主検査など） 

使用水の官能検査・残留塩素測定 

衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認 

保存用検食の確保・管理・保管 

 

保存用検食の確認 

食品納入業者に対する衛生管理の指示 

残飯・残菜・缶類など厨芥の処理 

衛生管理簿の作成 

衛生管理簿の点検・確認 

食品衛生責任者の設置 

事故防止対策の策定・報告 

 

事故防止対策の確認 

緊急対応を要する場合の指示 

緊急時の受託側の対応策の指示 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

大量調理施設衛生管理マ

ニュアルに準じて 

 

 

月１回 

毎日 

 

素材と調理後を各 50g 

2週間-20℃で保存 

 

 

 

 

 

保健所等の研修参加 

異物混入、食中毒、感染症

等（人的なもの） 

 

 

 

研
修 

調理従事者に対する教育、研修・訓練  ○  

労
働
安
全
衛
生 

健康管理計画の作成、実施、結果の保管 

定期健康診断の実施、結果の保管 

健康診断の実施状況等の確認 

検便の定期実施 

検便結果の確認 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

年 1回 

 

夏季月 2回、他は月 1回 

 

そ 

の 

他 

事故防止対策の策定・報告 

事故防止対策の確認 

非常時の献立作成・材料調達 

非常用備蓄食材の確認 

苦情の対応、調整、改善策の検討 

インシデント・アクシデントの報告 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

器物損壊、食形態など 

 

 

 

 

レポート提出 

 



 

Ⅲ．経費負担区分 

 

経費内容 甲 乙 備考 

給食施設費（償却・修繕費含む） ○   

什器・食器・調理器具・厨房備品の

購入と補充 

○   

水道光熱費 ○   

冷暖房空調費 ○   

更衣施設及び事務所 ○   

塵芥処理費 ○   

残食処理費 ○   

廃油処理費 ○   

防虫・防鼠費 ○   

厨房消毒費 ○   

グリスフィルター・グリストラップ

点検清掃費 

○   

消耗品費（洗剤・薬剤・清掃用具・

厨房小物） 

○  厨房内におけるこのほかの消耗品に

ついては下欄参照 

委託業務用電話機・FAX機  ○  

院内用電話 ○   

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ及び付帯経費（用紙など）  ○ 業務・衛生に係る書類の印刷 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ及び付帯経費（用紙など） ○  栄養管理に係る書類の印刷 

給食材料費 ○  実費請求 

（目安単価下記と合わせて 750円） 

（濃厚流動・増粘剤・付加食品） ○  実費請求 

（目安単価上記と合わせて 750円） 

労務費  ○  

保健衛生費  ○ 健康診断、検便、食品自主検査等 

交通費  ○  

教育研修費  ○  

福利厚生費  ○  

通信連絡費  ○  

事務用品費及び諸雑費  ○  

本社管理費  ○  

諸官庁手数料 ○  営業許可証は乙が負担 



厨房内における消耗品の経費負担区分 詳細 

甲の負担 乙の負担 

厨房内で使用する機器・器具類での消耗品の

取り替え・洗剤 

（しゃもじ・フライ返し・ざる・計量カッ

プ・計量はかり・泡立て器・おたま・ハンド

ソープ・アルコール・食器洗浄機用洗剤・食

器洗浄機用リンス剤・洗浄用中性洗剤・殺菌

漂白剤・食器漂白剤・スチームコンベクショ

ンオーブン用洗剤・スケール落とし洗剤） 

厨房内で使用する際に消耗する衛生に関する

消耗品 

（エンボス手袋・マスク・保存食用小袋・ア

ルミホイル・ラップ・キッチンペーパー・ペ

ーパータオル・爪ブラシ・厨房用上履き・洗

浄用エプロン・スポンジ・たわし・ビニール

手袋） 

 

 

Ⅳ．委託料の算定 

１．契約金額 

（１）委託業務の管理費は毎月固定額とする。 

 

（２）食材費は、入院患者一人一日当たり 900 円、外来透析食一人一食当たり 250円、助産所

とうみ入所者一人一日当たり 1140円とお祝い膳は一食 630円を目安とし、仕入れ業者納品

書の実費にて請求する。 

 

２．算定方法 

（１）委託料の算定期間は､ 毎月初日から毎月末日までの１か月とする｡ 

 

（２）税区分 

  管理費区分及び食単価区分の消費税は外税とする。 

 

  



Ⅴ．個人情報保護事項 

 

個人情報の保護に関する法律等遵守のための特記事項 

（目 的） 

第１条 本特記事項は、乙が本契約により直接または間接に知り得た一切の個人情報（以下、

「個人情報」という。）について、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、

その他個人情報の保護に関する法令等（以下、「個人情報関係法令等」という。）を乙の従業

員に遵守させることを目的とする。 

（個人情報の漏洩の禁止） 

第２条 乙は、本契約により直接または間接に知り得た一切の個人情報を第三者に漏洩しては

ならず、本契約期間はもとより本契約終了後も、個人情報関係法令等を遵守することを乙の

従業員に周知徹底しなければならない。 

（目的外使用の禁止） 

第３条 甲は、本契約期間はもとより本契約終了後も、乙が個人情報を委託業務の目的以外に

使用することを禁止する。 

（保管及び管理について） 

第４条 乙は、個人情報の保管及び管理について、本契約期間はもとより本契約終了後も、善

良なる管理者の注意をもってあたり、個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故を

防止しなければならない。 

（流失事故防止責任） 

第５条 事由の如何を問わず、個人情報が流失した場合には、乙は直ちに甲に報告するととも

に、情報流失の原因を追求し、以後の情報の流失を防止しなければならない。 

２ 前項の事故が生じた場合、以後、情報の流失を防止できる管理体制を整え、甲に報告しな

ければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第６条 乙は、個人情報を甲の許諾なしに複製・複写してはならない。 

（管理状況の報告・調査） 

第７条 甲は、個人情報の管理状況について乙に報告を求めるとともに調査することができる。 

（再委託の禁止） 

第８条 乙は、甲の許諾なしに本契約に関わる業務を第三者に再委託してはならない。 

（契約終了等の場合の返還） 

第９条 乙は、本契約による業務が終了した場合または甲が個人情報の提出を求めた場合は、

その保有する個人情報をすべて甲に返還、時宜によってはすべて消去しなければならない。 

 

  



Ⅵ．業務開始準備期間に係る特記仕様書 

 

受託業者（以下「乙」という）は発注者（以下「甲」という）の協力を得て施設の運営に混

乱及び支障をきたさないよう、業務開始準備期間中に業務に迅速かつ適正に対応できる業務従

事者を確保し、業務開始前に業務従事者に必要な研修を行い、知識、技術、服務規律等を習得

させる。 

 なお、本文業務開始準備期間中とは、受託業者決定日から業務開始日までの期間をいう。 

 

１、業務開始準備期間中の対応 

 乙は、受託責任者を準備対応に総括責任者の任に当たらせるものとする。 

 受託責任者は、甲と連絡調整を密に行い、業務開始後の混乱及び支障を避ける準備を行わな

ければならない。 

 

２、業務開始準備期間中のスケジュール表の作成 

 乙は、受託業者決定後１週間以内に業務開始準備期間中のスケジュール表を作成のうえ、甲

に提出し綿密な打ち合わせを行うものとする。 

 

３、業務従事者の確保 

 乙は、業務開始１か月前までに本仕様書の条件に基づき必要な業務従事者を確保し、従業者

名簿（氏名、生年月日、住所、連絡先電話番号、資格を記載したもの）に経歴書及び有資格者

にあっては、当該資格を証明する免許証などの写しを添えて甲に提出し承認を得なければなら

ない。 

 

４、詳細研修計画の作成及び実施状況の確認 

 乙は、業務従事者が決まり次第、仕様書の条件のそれぞれに基づき、必要な研修項目及び内

容を網羅した研修計画書を作成し、甲へ提出し、承認を受けなければならない。 

 甲は、研修計画に基づき適正な研修が行われているか、乙の状況を確認することができる。 

 

５、損害賠償 

 乙は、受託業務開始準備期間中、甲に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う。 

 

６、費用の負担 

 業務開始準備期間中に係る経費については、乙の負担とする。 

 

７、厨房施設及び設備 

別紙平面図のとおり 



別添資料の一覧

別添１ 栄養科平面図

別添２ 調理室機器類配置図

別添３ 栄養科厨房機器表

別添４ 病棟別食数表

別添５ 病棟別主食集計表

別添６ 病棟別コメント集計
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栄養科平面図
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栄養科厨房機器表

検収室 球根皮むき機シンク 750 750 400

検収室 球根皮むき機 380 450 540 タイマー付

検収室 引出し付キャビネット台 1200 750 800 バックガードあり

4 検収室 冷凍庫 1800 800 1905 デジタル温度表示付

検収室 二槽シンク 1500 750 800 バックガードあり

検収室 片袖折畳式台車 730 490 890 ステンレス仕様

検収室 冷蔵ショーケース 600 800 1905 デジタル温度表示付

食品庫 シエルフ 5段 910 610 1900

食品庫 ンエルフ 5段 1820 610 1590 こばれ止付

13 下処理エリア 水圧洗米器、洗米器用シンク 900 600 850

14 下処理エリア シンク付き台下戸棚 1500 600 850

15 下処理エリア 包丁まな板殺菌庫 600 500 1150

16 下処理エリア 器具消毒保管庫 (片面式) 960 550 1900

17 下処理エリア 3槽シンク付調理台 3000 1200 800

18 下処理エリア 上棚

19 下処理エリア マルチスライサー 340 430 510

20 下処理エリア 万能調理器 (クイジナート) 195 270 390

21 下処理エリア 冷凍庫 1800 800 1905 デジタル温度表示付

22 下処理エリア 冷蔵庫 1800 800 1905 デジタル温度表示付

23 加熱調理エリア 電磁ローレンジ 900 600 450 タイマー付き

24 加熱調理エリア 移動台 (2段 ) 760 460 800

25 加熱調理エリア 移動ラック 900 600 1500 キャスター付き

26 加熱調理エリア 専用架台 950 750 600

27 加熱調理エリア スチームコンベクションオーブン 885 800 855 扉は左へ開く

28 加熱調理エリア 炊飯器用移動台 600 600 620 ストッパー付き こばれ止付

29 加熱調理エリア IH炊飯ジャー 549 479 380

30 加熱調理エリア IH炊飯ジャー 440 382 375

31 加熱調理エリア IHコンロ 1200 600 850

32 加熱調理エリア 二槽シンク 750 800

33 加熱調理エリア 引出し付き調理台 1200 1200 800

34 加熱調理エリア 上棚2段 1200 350 650 平棚 下段はH450に調整

盛付エリア コールドテーブル付き調理台 2700 1200 80035
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栄養科厨房機器表

36 盛イ寸エリア 上棚2段 2700 350 650 平棚 下段はH450に調整

38 盛付エリア 電気貯湯式湯沸器 (壁掛け式) 355 355 765

39 盛付エリア 一槽シンク 600 750 800 バックガード付

40 盛付エリア キャビネット台 1800 750 800

41 盛付エリア ミキサー 160 390

42 盛付エリア スピードカッター 225 155 210

43 盛付エリア 電子 レンジ 510 360 306

44 盛付エリア ホットショーケース 400 300 460

45 盛付エリア 畑
Ⅵ

一戸吊 1200 350 900

46 盛付エリア 検食用ストッカー 476 553 1166

47 盛付エリア 移動台3段 760 460 800 こばれ止付 ストッパー付

48 盛付エリア 酉己1善車 1180 510 1345

49 洗浄エリア 食器消毒ディスペンサー 640 745 800

50 洗浄エリア 食器消毒保管庫 960 950 1900

51 洗浄エリア 上棚 1500 350 1段

52 洗浄エリア クリーンテーブル 2000 750 820 バックガード付

53 洗浄エリア 食器洗浄機 673 680 1431

54 洗浄エリア 3槽シンク付ソイルドテーブル 820 バックガード付

55 洗浄エリア キャスター付シンク 600 600 820 ストッパー付き

2/2
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病棟別食数表
2023年 12月 5日 (火 )

朝食

ESBSH20H[02101]

2023/12// 415:26 1頁

△
=上匡1日 l

病棟 1病棟 1病棟 1病棟 1助産 |デ イ 1外釆 |★変
1 12 13 14 1所  |スポ 1透析 1換エ

産後ケア食

付添い食

常菜食1 4 0
乙

ハ

∠

常菜食2

軟菜食 4 21   2

軟菜食一口大 7 4
n
0

軟菜食きざみ
つ
0

鳴下訓練食 開始ゼリー

呻下調整食ミキサーとろみ
つ
0

n
∠

朧下調整食 きざみとろみ
ハ

∠
n
∠

Iネルギ…コントロール食1600 軟菜一口大
ハ

∠

塩分コントロール食1400

塩分コントロール食1600

塩分コントロール食1400 きざみ

たんぱくコントロール食40軟菜

透析食50 軟菜一口大

透析食60

潰瘍食:米飯 一口大

PGソ フト:経管濃厚流動

<合   計> 37 3 141 9

01
∠|



病棟別主食集計表
2023年 12月 5日 (火 )

朝食

ESSYH20H[02/01]
2023′/12ノ/ 4 15:26 1頁

合計
病棟 病棟 病棟 病棟 助産 ア イ 来

１

，
力
′ ★変

1  12  .3

全粥1/490g
全粥1/2170g 6

n
∠

全粥1/2190g
全粥3/4 230g

全粥3/4 260g

全粥3/4290g
全粥  340g

n
∠

米飯1/2100g
ハ

0 り
乙 3

米飯    120g
米飯3/4120g
米飯   150g
米飯3/4 15()g 4

n
∠

n
∠

米飯   170g
n
∠

n
6米飯   200g 4

米飯   240g
バ ン

134g

主食な し
ノ △
ヽ 。 ロ 計 > 36 ０

０
０
０ 9



病棟別コメン ト集計
2023年 12月 5日 (火 )

朝食

ESCMH20H
2023/12/ ｒ

Ｕ

「

コ

　
，

′̈
一

∩

）

にり

，
４

∩

）

‘４ 1頁

△ ユ
ロ 酬

病棟 1病棟 1病棟 1病棟
1 12 13 14

イ
ポ

丁^
ス

産助
所

来
析

外
透

★変

換エ

介護食器 9 41
♂〕1

01
ハ

∠

小丼使用

軟らかご飯 9
n
∠ 41

〕́|

01

小丼のせる

副食1/4~ り
乙

副食1/2 5
n
0

副食3/4
n
∠

n
∠

朝濃流ゼリ半量

昼濃流ゼリ半量

夕濃流ゼリ半量
n
∠

毎食濃流ゼリ1

n
6

タプロテゼリー

朝ミニ濃流1

タミニ濃流1

毎食ミニ濃流1

毎食のり佃か梅

毎食+汁物

毎食水分ゼリー

昼CP10ゼリー

朝CP10ゼリー

昼+アイス

毎食アイス

朝 経管濃流3

さば禁アレルギ

ピーマン禁アレルギー

じめじ禁アレルギー

納豆禁ワーファリン

牛乳禁
n
∠

0
4

牛乳禁ヤクルト

牛乳禁ヨーグルト 4

乳製品禁
∩

∠

肉禁

パン禁
ハ

∠
0
∠

汁物トロミ 6 0
乙 41

副ミキサとろみ

副のみ一口大
0
J

0
∠

おにぎリ

小おにぎり
<合   計> 76 231 361  171

ol
OI
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病院食栄養基準一覧表

表 1.栄養基準一覧表

一般食

食種

栄養素

備 考エネルキ―゙

kcal

タンハ
°

質
g

ク 月旨

質

g

炭水

化物

g

塩 分

g

水 分

g

常菜食 1 1800 65 45 280 1250 下記以外

常菜食 2 1400 60 35 210 1100 50歳以上女性向け

軟菜食 1500 65 35 230 1750

7分粥菜食 1250 60 30 185 1500

5分粥菜食 1100 50 30 158 1600

3分粥菜食 1000 45 30 138 1500

流動食 720 20 20 115 1700

高血圧食 1 1800 65 45 284 6未満 1300
軟菜対応あり

高血圧食 2 1400 60 35 211 6未満 1100

易消化食 1400 63 25 263 1500 胃腸症状のある時向け

産後食 2200 75 55 385 1350 夜食、祝い膳 (火・金 )有

哄
下
調
東支

食

開始ゼリー 100 0 90 果物ゼリー各食 1

ゼリー 450 13 66 380 濃厚流動ゼリー各食 1

ミキサー 1500 65 35 230 1750 ミキサー食とろみ付

きざみ 1500 65 35 230 1750 極キザミ食とろみ付

小
児
食

離乳食中期 0 離乳の状況をみて調整

離乳食後期 500 25 15 66 生後 9か月以降

幼児食 1 750 32 18 115 870 1～ 3歳 15時おやつ付

幼児食 2 1200 45 28 192 4～ 6歳 15時おやつ付

学童食 1800 65 7～ 12歳 15時おやつ付

幼児易消化 1 500 10 86 800 1～ 2歳
胃腸症状の

ある時向け
幼児易消化2 750 30 15 123 800 3～ 5歳

学童易消化 1400 63 25 263 1700 6～ 11歳

動 経
食 管

濃
厚
:プ、
″1し

メイハ
゛
ランスHP 200 10 5.0 282 06 169 一般経管栄養食。ラコー

ル、エンシュアなどの薬剤

は処方。詳しい使用方

法、水分量は指示簿指示
′ヽ

PGソフト 400 16 8.8 642 13 175

その他 0 0 0 0

食
待
ち
食

通 常 530 15 15 84 15 300
食事時間が遅くなる時の

軽食程度

栄養素は1食分のもの

形態調整 250 0 58 0.2 250

哄下調整 210 48 150

3

|

|

25 :

17 :

4 :  720

6 1  830

45 :   280 1     8 1 1250

0 0

0.2



特別加算食 1

食種

栄養素

適応エネルキ―゙

kcal

タンハ
・

質
g

ク
脂 質

g

炭水

化物

g

塩 分

g

水 分

g

エ
ネ
ル
ギ

|

コ
ン

ト
口

|

ル
食

1000 1000 55 30 130 1000

糖尿病、脂質異常症、高

度肥満症(BM130以上)、

痛風、鉄欠乏性貧血、肝

疾患 (慢性肝炎、肝硬変

代償期、脂肪肝、急性肝

炎回復期)な ど

軟菜対応あり

1200 1200 58 30 180 1200

1400 1400 35 210 1200

1600 1600 65 38 250 1200

1800 70 1250

2000 2000 75 45 320 1400

2200 2200 80 48 360 1500

塩
分
コ
ン
ト
ロ

|

ル
食

1000 1000 55 30 1000

上記のときで塩分制 限

が必要な場合

糖尿病腎症、心疾患、腎

疾患 、妊娠高血圧症候

群など

軟菜対応あり

1200 1200 30 180 6未満 1200

1400 1400 60 35 210 6未満 1200

1600 1600 65 38 250 6未満 1200

1800 1800 70 40 280 6未満 1250

2000 2000 75 45 320 6未満 1400

2200 2200 80 48 360 6未満 1500

た
ん
|ポ

く
コ
ン
ト
ロ

|

ル
食

30 1600 30 40 280 6未満 1200
糖尿病腎症、腎疾患、肝

疾患 (肝硬変非代償期、

肝不全など)など

カリウム量はコメントヘ

軟菜対応あり

40 1600 40 40 270 6未満 1200

50 1600 50 40 260 6未満 1200

60 60 40 250 6未満 1200

透析食 50 1600 50 40 260 6未満 1200
カリウム 2.Og

透析食 60 1600 60 40 250

月旨
質

lI´  ニコ

餐イ
口

|

流動 15 143 1700
急性・慢性膵炎、肝疾患

(閉塞性黄疸、胆石症、

胆嚢炎など)、 高中性脂

肪血症など

5分粥 1000 30 10 198 1700

全 粥 1200 55 15 211 1500

米飯 1600 62 20 293 1200

潰
瘍
食

流 動 700 20 20 110 1700

胃・十二指腸潰瘍など

3分粥 1000 45 30 138 1500

5分粥 1100 50 30 158 1600

7分粥 1250 60 30 185 1500

全 粥 1600 65 32 263 2000

米 飯 70 35 301 1300

4

1800

60 :

401   280

1301 6未 満

58 :

1600 1

6未満 : 1200

650 : 2:

|

1800 :



特別加算食2

経管濃厚流動食の栄養素は栄養剤の 1パックあたりのもの

食待ち食の栄養素は1食分のもの

5

食 種

栄養素

適応エネルキ
ヾ

kcal

タンハ
°

質

g

ク
脂 質

g

炭水

化物

g

塩分

g
水分

g

イ氏
残
澄
食

流動 700 20 110 6 1700
食物繊維

2g以 下

消化管術

後、潰瘍性

大腸炎、クロ

ーン病など

3分粥 1000 45 30 138 8 1500
食物繊維

5g以 下5分粥 1100 50 30 158 1600

7分粥 1250 60 30 185 8 1500
食物繊維

8g以 下

全 粥 1600 65 32 263 8 2000
食物繊維

10g以下
米飯 1700 70 35 301 8 1300

,肖

化
管
術
後
食

流 動 700 20 20 110 6 1700

消化管術後 (胃 切除、腸

切除 )

5回 食対応あり

3分粥 45 30 138 8 1500

5分粥 50 30 158 8 1600

7分粥 1250 60 30 185 8 1500

全 粥 1600 65 32 263 8 2000

米飯 1800 70 35 301 8 1300

大腸

検査

食

注腸・CF

検査食
1102 14.6 16.9 2228 8.6 600 工ニマクリンにて対応

CTC検査

食
829 229 10.8 1600 64 FG― twoに て対応

20

|

|

| |

1000 :

1100 1

1

|

|

|
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